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令和５年第４回（１２月）四街道市議会定例会提出議案（案）   
議案番号 案件名等 

議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和５年度四街道市一般会計補正予算（専決第２号）） 

 

【提案理由】 令和５年度四街道市一般会計補正予算（専決第２号）について、

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したので、同

条第３項の規定により提案するもの。 

【概  要】  

 

国の総合経済対策に基づく、住民税非課税世帯支援給付金（一

世帯あたり７万円）の給付に要する経費を追加 

・住民税非課税世帯支援給付金追加支給事業 618,053千円 

ＪＲ四街道駅メンテナンスデッキの補修に要する経費を追加 

・庁舎等維持管理事業 18,352千円 

【担 当 課】経営企画部 財政課 

補正前予算総額 補正額 補正後予算総額 

36,783,952千円 636,405千円 37,420,357千円 

議案第２号 四街道市職員倫理条例の制定について 

 

【提案理由】 公務に対する市民の信頼を確保するため、職員の職務に係る倫

理の保持に関する必要な事項を定めるため提案するもの。 

【概  要】 職員が遵守すべき職務に係る倫理原則、四街道市職員倫理委員

会の設置及び体制の整備等を規定するもの。 

【施行期日】令和６年４月１日 

【担 当 課】総務部 人事課 

議案第３号 四街道市地域公共交通会議条例の一部を改正する条例の制定について 

 

【提案理由】 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、所要の

規定の整備を行うため提案するもの。 

【概  要】 地域公共交通計画の策定に関する法定協議会を設置するため、

地域公共交通会議の構成員等に関する規定の整備を行うもの。 

【施行期日】公布の日 

【担 当 課】経営企画部 政策推進課 

議案第４号 四街道市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

【提案理由】 人事院及び千葉県人事委員会の給与改定に関する勧告に準じ、

特別職の職員の手当の支給割合並びに一般職の職員の給料の支給

額及び手当の支給割合の改定、その他所要の規定の整備を行うた

め提案するもの。 

【概  要】 給料月額及び賞与の引き上げ並びに会計年度任用職員の勤勉手

当の支給等を規定するもの。 



【施行期日】令和６年１月１日（一部を除く） 

【担 当 課】総務部 人事課 

議案第５号 四街道市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

 

【提案理由】 組織の再編成に伴い、部の新設及び改称並びに事務分掌に関す

る規定の整備を行うため提案するもの。 

【概  要】 「地域共創部」の設置及び「環境経済部」を「環境部」へ改称

並びに事務分掌に関する規定の整備を行うもの。 

【施行期日】令和６年４月１日 

【担 当 課】総務部 人事課 

議案第６号 

 

四街道市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

 

【提案理由】 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の

取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正

に伴い、所要の規定の整備を行うため提案するもの。 

【概  要】 蓄電池設備に係る基準の見直しに関する事項及び固体燃料を用

いた厨房設備の火災予防上安全な距離に関する事項を規定するも

の。 

【施行期日】令和６年１月１日 

【担 当 課】消防本部 予防課 

議案第７号 

（欠番） 

四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について ※取下げ 

 

【担 当 課】健康こども部 国保年金課 

議案第８号 四街道市文化センターの指定管理者の指定について 

 

【提案理由】 四街道市文化センターの管理を指定管理者に行わせるため、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案するもの。 

【概  要】 

管理を行わせる施設の名称 四街道市文化センター 

指 定 管 理 者 の 名 称 四街道市文化センター管理運営共同事業体 

（代表団体）公益財団法人 四街道市地域振興財団 

指 定 管 理 者 の 所 在 四街道市大日３９６番地 四街道市文化センター内 

指 定 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

【担 当 課】経営企画部 管財課 

議案第９号 四街道市鹿放ケ丘ふれあいセンターの指定管理者の指定について 

 

【提案理由】 四街道市鹿放ケ丘ふれあいセンターの管理を指定管理者に行わ

せるため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案す

るもの。 

 

 

 

 



【概  要】 

管理を行わせる施設の名称 四街道市鹿放ケ丘ふれあいセンター 

指 定 管 理 者 の 名 称 公益財団法人 四街道市地域振興財団 

指 定 管 理 者 の 所 在 四街道市大日３９６番地 四街道市文化センター内 

指 定 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

【担 当 課】総務部 自治振興課 

議案第 10号 四街道市都市公園の指定管理者の指定について 

 

【提案理由】 四街道市都市公園の管理を指定管理者に行わせるため、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により提案するもの。 

【概  要】 

管理を行わせる施設の名称 四街道市都市公園 

指 定 管 理 者 の 名 称 四街道市都市公園管理運営共同事業体 

（代表団体）公益財団法人 四街道市地域振興財団 

指 定 管 理 者 の 所 在 四街道市大日３９６番地 四街道市文化センター内 

指 定 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

【担 当 課】都市部 都市計画課、教育部 スポーツ青少年課 

議案第 11号 四街道市営駐車場及び四街道市営自転車等駐車場の指定管理者の指定について 

 

【提案理由】 四街道市営駐車場及び四街道市営自転車等駐車場の管理を指定管

理者に行わせるため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り提案するもの。 

【概  要】 

管理を行わせる施設の名称 四街道市営駐車場及び四街道市営自転車等駐車場 

指 定 管 理 者 の 名 称 サンエス警備保障 株式会社 

指 定 管 理 者 の 所 在 千葉市花見川区幕張本郷５丁目４番７号 

指 定 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

【担 当 課】都市部 土木課 

議案第 12号 四街道市国民保養センター鹿島荘の指定管理者の指定について 

 

【提案理由】 四街道市国民保養センター鹿島荘の管理を指定管理者に行わせ

るため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案する

もの。 

【概  要】 

管理を行わせる施設の名称 四街道市国民保養センター鹿島荘 

指 定 管 理 者 の 名 称 公益財団法人 四街道市地域振興財団 

指 定 管 理 者 の 所 在 四街道市大日３９６番地 四街道市文化センター内 

指 定 期 間  令和６年１０月１日から令和１０年３月３１日まで 

【担 当 課】福祉サービス部 社会福祉課 

議案第 13号 四街道市総合福祉センターの指定管理者の指定について 

 

【提案理由】 四街道市総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせるため、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案するもの。 



【概  要】 

管理を行わせる施設の名称 四街道市総合福祉センター及び四街道市南部総合福祉

センターわろうべの里 

指 定 管 理 者 の 名 称 社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会 

指 定 管 理 者 の 所 在 四街道市鹿渡無番地 

指 定 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

【担 当 課】福祉サービス部 社会福祉課 

議案第 14号 四街道市福祉作業所の指定管理者の指定について 

 

【提案理由】 四街道市福祉作業所の管理を指定管理者に行わせるため、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により提案するもの。 

【概  要】 

管理を行わせる施設の名称 四街道市福祉作業所 

指 定 管 理 者 の 名 称 社会福祉法人 よつかいどう福祉会 

指 定 管 理 者 の 所 在 四街道市たかおの杜１５番５号 

指 定 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

【担 当 課】福祉サービス部 障害者支援課 

議案第 15号 四街道市温水プールの指定管理者の指定について 

 

【提案理由】 四街道市温水プールの管理を指定管理者に行わせるため、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により提案するもの。 

【概  要】 

管理を行わせる施設の名称 四街道市温水プール 

指 定 管 理 者 の 名 称 四街道市温水プール管理運営共同事業体 

（代表団体）公益財団法人四街道市地域振興財団 

指 定 管 理 者 の 所 在 四街道市大日３９６番地 四街道市文化センター内 

指 定 期 間  令和６年１０月１日から令和１０年３月３１日まで 

【担 当 課】教育部 スポーツ青少年課 

議案第 16号 四街道市立公民館の指定管理者の指定について 

 

【提案理由】 四街道市立公民館の管理を指定管理者に行わせるため、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により提案するもの。 

【概  要】 

管理を行わせる施設の名称 四街道市立四街道公民館、四街道市立千代田公民館及び

四街道市立旭公民館 

指 定 管 理 者 の 名 称 公益財団法人 四街道市地域振興財団 

指 定 管 理 者 の 所 在 四街道市大日３９６番地 四街道市文化センター内 

指 定 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

【担 当 課】教育部 社会教育課 

議案第 17号 令和５年度四街道市一般会計補正予算（第４号） 

 

【提案理由】 令和５年度四街道市一般会計予算について補正する必要が生じ

たため、地方自治法第２１８条第１項の規定により提案するもの。 



【概  要】 

 

 

継続費については、庁舎ネットワーク整備事業（庁舎ネットワ

ーク環境再構築委託）ほか１件を追加し、庁舎等整備事業（庁舎

整備工事）の総額及び年割額を変更するもの。 

繰越明許費については、舗装修繕事業ほか４件を設定するもの。 

債務負担行為については、市政だより四街道発行委託ほか２１ 

件を追加するもの。 

       地方債については、庁舎等整備事業ほか２件の限度額を変更す

るもの。 

【担 当 課】経営企画部 財政課 

補正前予算総額 補正額 補正後予算総額 

37,420,357千円 558,981千円 37,979,338千円 

議案第 18号 令和５年度四街道市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

【提案理由】 令和５年度四街道市国民健康保険特別会計予算について補正す

る必要が生じたため、地方自治法第２１８条第１項の規定により

提案するもの。 

【概  要】 

 

 

       千葉県から交付された令和 4 年度保険給付費等交付金（特別交

付金（特定健康診査等負担金分））の確定に伴い補正するもの。 

【担 当 課】健康こども部 国保年金課 

補正前予算総額 補正額 補正後予算総額 

8,644,112千円 8,076千円 8,652,188千円 

議案第 19号 令和５年度四街道市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

【提案理由】 令和５年度四街道市介護保険特別会計予算について補正する必

要が生じたため、地方自治法第２１８条第１項の規定により提案

するもの。 

 

【概  要】 

 

 

       家族介護用品給付費に予算の不足が見込まれるため、増額計上 

するほか、給与改定に伴い職員人件費を補正するもの。 

【担 当 課】福祉サービス部 高齢者支援課 

補正前予算総額 補正額 補正後予算総額 

7,498,695千円 4,043千円 7,502,738千円 

議案第 20号 令和５年度四街道市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

【提案理由】 令和５年度四街道市後期高齢者医療特別会計予算について補正

する必要が生じたため、地方自治法第２１８条第１項の規定によ

り提案するもの。 

【概  要】 

 

       

補正前予算総額 補正額 補正後予算総額 

1,704,583千円 2,795千円 1,707,378千円 



       過年度分保険料還付金の予算額に不足が生じることから補正す 

るもの。  

【担 当 課】健康こども部 国保年金課 

議案第１号    


